
加西市市民課・税務課窓口キャッシュレス決済導入業務仕様書 

 

１ 目的 

  市民課及び税務課窓口における手数料等の支払いについて、キャッシュレス決済を導

入し、多様な支払方法の提供による市民の利便性向上と、職員の収納業務効率化を図ると

ともに、コロナ禍における非接触窓口を推進することを目的とする。 

 

２ 履行場所 

  加西市役所健康福祉部市民課および総務部税務課窓口（以下、「窓口」という。） 

 

３ 業務内容及び期間 

（１） 業務内容 

窓口におけるＰＯＳレジ端末及びキャッシュレス決済端末の調達並びに証明書発行

手数料等の指定納付受託業務。 

（２） 業務期間 

導入業務：契約締結日から令和４年８月３１日 

運用開始：令和４年９月１日 

 

４ 調達機器 

調達機器は市の買い取りとし、見積額にはこれらの費用を含める事。 

（１） ＰＯＳレジ端末 

ア ＰＯＳシステムを有し、窓口で取り扱う手数料等の種類及び金額等を窓口ごとに

５０件以上登録できること。 

イ 手数料等の種類ごとに、決済種別、数量、金額等の収納情報を蓄積し、集計する機

能を有していること。 

ウ 蓄積した収納情報はＣＳＶ等に出力できること。 

エ 決済完了後、金額等が表示された明細が発行できること。発行機能を内蔵していな

い場合は連動する機器（レシートプリンタ）を準備すること。 

オ 現金収納時にはＰＯＳレジ端末と連動して開く等の動作をする、現金収納に必要

な機器（キャッシュドロア）を準備すること。 

カ キャッシュレス決済端末と一体、もしくは連動可能であること。 

（２） キャッシュレス決済端末 

ア クレジットカード、電子マネー、ＱＲコード決済（以下、「各種決済手段」という。）

が可能であること。なお、次に示す決済手段は必須とし、その他の各種決済手段は、

提案によるものとする。 

① クレジットカード：ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ、ＪＣＢ 



② 電子マネー：ＷＡＯＮ、ｎａｎａｃｏ、ｉＤ 

③ ＱＲコード：ＰａｙＰａｙ、ａｕＰＡＹ、ｄ払い 

イ 各種決済手段を読み込む機能を有していること。端末に内蔵していない場合は連

動する機器を準備すること。 

ウ ＰＯＳレジ端末と一体、もしくは連動可能であること。また、機能としてＰＯＳレ

ジと決済端末での金額の二度打ちが不要なこと。 

（３） 台数 

ＰＯＳレジ端末及びキャッシュレス決済端末（または一体型端末）の台数は次のと

おり。 

 市民課 ２式（キャッシュドロアは課に１台、レシートプリンタは課に１台も可） 

 税務課 １式 

（４） 付帯作業 

ア 納品前に必ず現地調査を行うとともに、市の担当者と調整の上、機器の納入、設定

及び各機器の調整を行うこと。 

イ 市が指定する期間において、市職員への操作研修を行うこと。 

ウ 操作方法に係るマニュアルを作成し、市に納品すること。 

（５） 保守及び運用 

ア 開庁時間（平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで）において操作方法や機

器のトラブルについて問い合わせができるサポート体制を有すること。 

イ 故障や障害、その他事故がある場合には、速やかに調査・復旧作業を実施すること。 

ウ 障害発生時の対応とその連絡方法などのサポート体制を明確にすること。 

エ 令和５年３月までの運用や保守にかかる費用（機器保守、システム利用料等）を、

見積額に含めること。 

オ 令和５年４月から令和６年３月までの１年間の運用や保守にかかる費用（機器保

守、システム利用料等）を別途提示すること。 

（６） その他 

ア 調達する機器は、新品であること。 

イ ＰＯＳレジ端末及びキャッシュレス決済端末（または一体型端末）は、窓口（幅１

ｍ×奥行０．７ｍ以内）に設置可能な機器類を提案すること。 

ウ 市が準備する光インターネット回線（有線ＬＡＮまたはＷｉ－Ｆｉ）を使用し、各

機器に接続すること。 

エ キャッシュレス決済の種別については、適宜見直すことができるものとし、市と受

託者で協議の上、決定するものであること。 

 

５ 指定納付受託業務 

（１） 指定納付受託の方法 



ア 受託者は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３１条の２の３第１項の規定

に基づく指定納付受託者として、 キャッシュレス決済による支払いを行った納入

義務者に代わって当該歳入を納付する事務を行うこと 。 

イ キャッシュレス決済した収納金については、毎月末日を締日として集計し、翌月の

末日までに一括して市が指定する口座に振り込むこと。 

ウ 全ての各種決済手段の収納金の納付を一元的に取りまとめること。 

エ 各種決済手段による収納金を振り込む際の手数料は受託者の負担とすること。 

（２） 取扱手数料 

ア 各種決済手段の取扱手数料（以下、「決済手数料」という。）は、キャッシュレス決

済をした収納金の額に契約で定める手数料率を乗じた金額とし、1 円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 

イ 決済手数料は、受託者からの請求に基づき、各月ごとに一括で支払うものとする。 

ウ 決済手数料は、収納金から決済手数料を控除する方法も提案できるものとする。 

エ 決済手数料の料率は提案によるものとし、消費税の課税・非課税を示すこと。 

オ 各種決済手段における最低決済件数は設けないものとする。 

カ キャッシュレス決済が可能であることの掲出物等（ロゴマーク等）を、必要に応じ

て無償で提供すること。 

（３） 年間取扱金額 

各窓口での年間取扱金額（概算）は次のとおり。 

 市民課 約３９０万円／年 

 税務課 約３００万円／年 

 

６ 契約事項 

（１） 契約期間 

契約締結の日から令和５年３月３１日まで。 

令和５年４月１日以後は、単年度契約を行う。 

 

７ 機密の保持 

（１） 受託者は、本業務の遂行に当たって知り得た情報を外部に漏らし、又は他の目的に

利用してはならない。このことは、本契約履行後又は契約を解除された場合におい

ても同様とする。 

（２） クレジットカード情報等の個人情報について、契約期間はもとより契約終了後であ

っても保管及び管理に万全を期し、漏えい防止のため適切な措置を講じなければな

らない。 

（３） 市が提供する一切のデータ、資料等をこの業務の履行以外の目的で使用し、複写し、

複製し、又は第三者に提供してはならない。 



（４） 受託者は、この業務の一部について事前に申請し、市の承諾を得た場合を除いては、

この業務の処理を他に委託してはならない。 

 

８ その他 

（１） この業務の履行によって発生した損害（第三者に及ぼした損害を含む。）のために生

じた費用については、受託者が負担すること。 

（２） この仕様書に定める事項について疑義が生じた場合又はこの仕様書に定めのない事

項が生じた場合は、市と受託者で協議の上、決定すること。 

 


